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本 四 バ ス 開 発 株 式 会 社 

西日本旅客鉄道株 式会 社 

 

 2023 年 4 月１日 本四バス開発路線バスへの 

ＩＣＯＣＡ導入について 

 本四バス開発株式会社（本社 広島県尾道市 代表取締役社長 山根哲士）は、2023 年 4 月 1 日より、

当社路線バスに西日本旅客鉄道株式会社（本社 大阪府大阪市 代表取締役社長 長谷川一明）のＩＣＯＣＡ

システムを導入いたします。これにより、ＩＣＯＣＡをはじめとした全国相互利用が可能な交通系ＩＣカ

ードでの運賃のお支払いが可能になります。 

 

記 

 

１．サービス開始時期 

2023 年（令和 5 年）4 月 1 日（土） 

 

２．サービスを開始する路線 

本四バス開発が運行する路線バス及び高速乗合バス 

※以下の共同運行路線については、本四バス開発が運行するバスに限りＩＣＯＣＡを利用可能 

因島～尾道線【但し、おのみちバス様運行バス利用可】 

因島・尾道～広島線（フラワーライナー） 

因島～福山線（シトラスライナー） 

福山～松山線（キララエクスプレス） 

  ※本四バス開発が単独で運行する路線については、バス ICOCA 定期券を発売します。 

対象路線等、詳細はお問い合わせください。 

 

３．ＩＣＯＣＡのご利用方法 

ＩＣＯＣＡは鉄道やバスでの運賃のお支払、またＩＣＯＣＡ加盟店ではＩＣＯＣＡ電子マネーと

して、お買い物のお支払いにもご利用いただける便利なＩＣカードです。 

チャージを行うことにより、繰り返しご利用いただけます。 

 

（１）ＩＣＯＣＡによるバスのご利用方法 

① 乗車時に、バスの乗車口付近に設置している青色のＩＣカードリーダーにＩＣＯＣＡをタッチ

してください。 

② 降車時に、運転席横の運賃箱に設置している黄色のＩＣカードリーダーにＩＣＯＣＡをタッチ

すると、自動で乗車区間の運賃がチャージ残高から引き去られます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【乗車時のカードリーダー】   【降車時のカードリーダー】 

 

（２）ＩＣＯＣＡのチャージ方法 

本四バス開発の因島営業所、瀬戸田営業所およびバス車内のほか、コンビニエンスストア等の

ＩＣＯＣＡにチャージができる商業施設やＪＲ西日本のＩＣＯＣＡエリアの券売機等でもチャージ

が可能です。 

 

（３）払戻方法 

本四バス開発のＩＣＯＣＡ取扱窓口に、不要になったＩＣＯＣＡをお持ちください。カード内残高

や当社発行分の定期券払戻し額を返金します。 

払戻手数料（バスＩＣＯＣＡ定期券の場合は 500 円、定期券情報を含まないＩＣＯＣＡの場合は

220 円）を申し受けます。なお、デポジット（500 円）は無手数料で返金いたします。 

 

４．本四バス開発ＩＣＯＣＡ取扱箇所 

 因島営業所、瀬戸田営業所 

 営業時間９:00～17:00 

 

※ＩＣＯＣＡのほか、全国相互利用交通系ＩＣカード（以下 10 種類のＩＣカード）がご利用できます。 

・「ICOCA」 …西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「Kitaca」 …北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「Suica」 …東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「PASMO」 …株式会社パスモの登録商標です。 

・「TOICA」 …東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「manaca（ﾏﾅｶ）」…株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。 

・「PiTaPa」 …株式会社スルッと KANSAI の登録商標です。 

・「SUGOCA」 …九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

・「nimoca」 …西日本鉄道株式会社の登録商標です。 

・「はやかけん」…福岡市交通局の登録商標です。 

 


